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タイにおける
汚職・不正事例の
紹介と対策
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第一部 汚職防止について
• 贈賄を中心とした汚職の事例と法制度

 外国法の域外適用
 タイ国内法の変化

• タイ子会社に求められる贈賄防止のための内部統制措置
 国家汚職行為防止委員会（NACC)ガイドライン
 タイ企業の汚職防止への取り組み

第二部 横領の不正事例
• 在タイ日系企業における不正事例（横領）と内部統制

本日のアジェンダ
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贈賄を中心とした汚職の
事例と法制度
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これらの環境の変化に伴い、在タイ日系企業のコンプライアンスへの取り組みも変化が求められると考
えられる。

タイ人のコンプライアンス
意識の変化

近年の反汚職に関わる
法規制の変化

外資企業を中心に
コンプライアンスに関わる
グローバル・スタンダード

の導入

タイにおけるコンプライアンスに関わる環境の変化
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東南アジア各国の腐敗認識指数（2017)

出所: Transparency International 2017タイの推移 102->85->76->101->96位

CORRUPTION
PERCEPTIONS INDEX 2017
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域外適用される贈収賄の処罰に関する規定
- UN Convention Against Corruption

- OECD Anti-Bribery Convention

- Council of Europe Convention

- US FCPA（米国・海外腐敗行為防止法）
- UK Bribery Act（英国・贈収賄防止法）
- 不正競争防止法（日本）
- etc.

外国の贈収賄処罰規定の域外適用
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米国の海外腐敗行為防止法（FCPA)の概要

執行機関 SEC DOJ

条項 会計・内部統制条項 賄賂禁止条項
内容 • 財産の取引および処分について合理的

な程度に詳細・正確・構成に反映する
帳簿等を作成する義務

• 適切な内部統制の構築

• 外国公務員等に賄賂などの不正に提供
ならびにその約束や許可を禁止するもの

適用範囲 • SEC登録企業および当該子会社等 • 米国人または米国法人等による国内外
の行為

• 米国内での行為
潜在的にFCPA違
反のリスクがある日
系企業

• SEC登録企業および当該子会社等 • 米国に子会社等を展開している企業
• 米国企業との協業関係にある企業（JV、
コンソーシアム等）

• 米国人を雇用している企業

米国海外腐敗行為防止法
FCPA
(Foreign Corrupt Practices
Act)

FCPAはアメリカで1977年に成立した法律であり、本来は主に米国企業がビジネスを行う際に、
外国政府の公務員へ賄賂を渡すことを防止するために制定された法律です。但し、実際は
FCPA違反で課せられた罰金の金額上位の企業の内、大半は米国以外の企業となっている。

FCPAは大きく会計・内部統制条項と賄賂禁止条項の2つから構成



8

Document Classification: KPMG Confidential

贈収賄 タイにおける特徴的な事例

特徴的なCase 経緯概要 最終的な判断結果等

贈収賄 Case 1

～責任者の懲役刑～

 タイのローカル企業A社（木材販
売）は、違法伐採の疑いにより、当
局に1.8億バーツ相当の木材を没
収される

 A社は1997年、没収された木材の
返還を目的として、タイ農業・協同
組合省の森林局副局長に対し、
500万バーツを贈賄

 最高裁判所は2016年、Ａ社社長（タイ人）
に対して、懲役2年の実刑判決（最高裁判決
第3770/2544号）

 収賄側の副局長に対して、懲役5年の実刑判
決（ただし2011年に死去）

贈収賄 Case 2

～外国法の域外適用～

 英国企業B社（航空機エンジン製
造）は、世界各国に拠点をもち、タ
イにも現地法人あり

 B社は1991年～2005年にかけて、
自社製品が選定されることを目的と
して、タイ運輸大臣と国営航空会
社幹部に対し、エージェントを通じて
計13億バーツを贈賄

 B社は2017年、英国、米国等の各政府当局と、
制裁金支払い等で合意（米：約1.7億米ドル
/ 英：制裁金約2.9億ドルと不正利得返還金
約3.1億ドル＋金利）

 タイにおいても現在、国家汚職防止取締委員会
事務局が調査中
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関係する主なタイの法律 規定の概要

刑法 • 公務員に対する贈賄は、5年以下の懲役もしくは10万バーツ以下の罰金、または併
科（第144条）

汚職防止法 • 贈賄防止のための内部統制を構築していない法人に対し、発生した損失または利
益の1～2倍の罰金（第123/5条）

慣習としての公務員の資産または利
益の受領に関する国家汚職防止
委員会告示

• 公務員が親族以外から受領する場合、1回あたり上限3,000バーツ（第５項）
• 3,000バーツを超える場合は、上司への報告と許可が必要（第７項）

政府入札違反法 • 政府入札における民間企業間の贈収賄は、1年以上5年以下の懲役、および違反
者間の最高入札額もしくは契約金額いずれか高額な方の50%の罰金（第5条）

贈収賄 タイにおける主な法制度と概要

＜タイにおける贈収賄のポイント＞
1. タイでも贈収賄は明確に違法行為とされ、専門の捜査当局（1999年設立の国家汚職防止取締委員会事務局）

が厳しい取り締まりを行っている。慣習としての公務員への贈答とは、別のものと理解するべき
2. 慣習としての公務員への贈答について、「3,000バーツ」ルール（2000年から適用）は、「3,000バーツ未満なら許さ

れる」ものではない。不正な意図をもった贈答は贈収賄とみなされると認識し、適切な実施ルールと実績管理が必要
3. 贈収賄は、タイ法だけが適用されるとは限らない。タイ国内で行った贈賄が、外国法（特に米国＆英国）の域外適用

により、グループに対する多額の制裁金につながる可能性にも留意
4. 一般にタイでは民間同士の贈賄は禁止されないと解されているが、政府入札については罰則規定あり



タイ子会社に求められる
贈賄防止のための内部統制措置
ー NACCガイドライン
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• 贈賄防止に関する内部統制措置 制度変化の流れ

• 汚職防止法が禁止する「贈賄」

• 贈賄の責任を問われる法人・取締役

• 「適切な内部統制措置」 8つの原則

• 8つの原則 - 具体的な対応例

• 「適切な内部統制措置」整備フローのイメージ

※ 本資料は2018年2月末までに入手した情報を基に作成しています
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タイの当局への対応：内部統制措置ルールの公表

汚職防止委員会（National Anti-Corruption Commission）は2017年に「法人
における賄賂行為防止のための内部統制措置に関するガイドライン」を公表し、賄賂行為
の防止のために採用するべき方策を示しました。
経緯：1999年に制定された反汚職法が2015年に改正。
* 汚職行為の防止に関する国際的な基準である国連腐敗防止条約の遵守を目的とす
る改正。

改正内容：従業員等の行為（利益供与）に関する法人責任を新設
* 公務員に対する贈賄については、贈賄を行った個人に対して刑事責任が科せられるだ
けでなく、一定の場合には法人に対しても刑事責任が科される。

罰則：従業員が供与又は供与の申し出を行った財物のその他の利益の額の1～2倍の
罰金刑（法人）＋5年以下の懲役刑/10万バーツ以下の罰金刑（個人）
* 従業員の違反行為を防止するための内部統制を整備していない場合
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 タイの汚職防止法は、従業員等が公務員への贈賄を行った場合に、「適切な内部統制措置」を備えていない法人も処罰を受けることを定めています
 この「適切な内部統制措置」の内容について、2017年にガイドラインが公表され、そこで示された8つの原則を内部統制措置に含むことが義務化されました
更にガイドラインでは、従業員が贈賄を行った場合に、取締役が処罰される可能性についても言及しています

贈賄防止に関する内部統制措置 制度変化の流れ

刑法典 汚職防止法
改正第3版

内部統制措置ガイドラインに
関するマニュアル

内部統制措置ガイドラインに
関するNACC告示

1956年11月官報公布
1957年1月施行

2015年7月官報公布
同月施行 2017年8月発表 2017年12月官報公布

同月施行

 公務員に対する贈賄を禁止
し、違反に対しては5年以下
の懲役もしくは1万バーツ以
下の罰金、または併科＜第
144条＞

※ 2017年改正第26版にて、
罰金を10万バーツ以下に
引き上げ

 タイの公務員だけでなく、外
国公務員と国際機関職員
に対する贈賄を禁止し、違
反に対しては5年以下の懲
役もしくは10万バーツ以下の
罰金、または併科＜第
123/5条 第1項＞

 違反が法人のために行われ
た場合に、その法人が違反
防止のための適切な内部統
制措置を備えていなければ、
法人に対しても発生した損
失または利益の1～2倍の罰
金＜第123/5条第2項＞

 汚職防止法第123/5条の
解釈について国家汚職防止
委員会（NACC）が公表
【スライドP.14】

 法人が備えるべき適切な内
部統制措置について8つの
原則を示す（この段階では、
法的効力のない指針として
の位置付け）
【スライドP.16～】

 加えて、従業員が贈賄を
行った場合に、取締役が処
罰される可能性についても言
及 【スライドP.15】

 法人に対し、少なくとも内部
統制措置ガイドラインで示し
た8つの原則を含む内部統
制措置を定めることを求める
（これにより法的効力のある
義務規定としての位置付
け）

※ 8つの原則を含む内部統制
措置を定めていないこと自体が
直ちに違法となるわけではない

※ 8つの原則を含む内部統制
措置を定めても、必ず法人が免
責されるわけではない

贈賄の禁止 法人責任の明確化 内部統制措置の指針公表
定めるべき内部統制措置が
最低限含む原則の義務化
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汚職防止法が禁止する「贈賄」
汚職防止法（改正第3版）第123/5条

 公務員、外国公務員または国際機関職員に対し、職務に反する作為、不作為または遅延を促すために、資産または他の利益を、提供、提供する申出ま
たは提供を約束した者は、 5年以下の懲役もしくは10万バーツ以下の罰金、または併科とする

 第1項の違反を行った者が、法人に関係する者であって、その法人の利益のために行ったものである場合、その法人が違反を防止するための適切な内部統
制措置を備えていなければ、その法人は本条違反であり、発生した損失または受領した利益の1倍以上2倍以下の罰金とする

 第2項の法人に関係する者とは、従業員、代表者、グループ会社、またはその法人のため、もしくは法人の名前で行動する者を意味し、その権限を持つか
否かを問わない

贈賄の相手方

（タイの）公務員

贈賄となる
行為

贈賄となる
物品

贈賄によって
期待する行為

罰則
罰則の対象者 個人の罰則 法人の罰則

外国公務員

国際機関職員

提供する

提供を
申し出る

職務に反する
遅延

資産

他の利益

職務に反する
作為

職務に反する
不作為

提供を
約束する

発生した損失また
は受領した利益の

1倍～2倍

法人の
取締役

違反を行った者

違反を行った者が
関係する法人

5年以下の
懲役

10万バーツ以下の
罰金

上記2つの
併科

提供を
承認・指示・認識

する
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贈賄の責任を問われる法人・取締役
贈賄を行った者が、①法人と関係のある者で、②贈賄が法人の利益のために行われたものであり、③「適切な内部統制措置」を法人が備えていない
場合は、法人としても贈賄の責任を問われることになります

更に、法人の取締役についても、取締役自身が贈賄を行った場合だけではなく、従業員や法人による贈賄について承認、命令または知っていた場合
も、贈賄の責任を問われる可能性があります

違反を行った者 法人

法人の取締役

＜法人としての違反の構成要件＞
 違反者との関係性・・・違反を行った者が、法人の「従業員、代表者、グ
ループ会社、またはその法人のため、もしくは法人の名前で行動する者」で
あること（権限有無を問わない）

 目的・・・法人の利益のために行った贈賄であること
 内部統制の不備・・・違反を防止するための「適切な内部統制措置」を備
えていないこと

取締役が贈賄責任を問われるケース（ガイドラインより）
公務員への贈賄について、取締役会で承認した場合
 「法律上の法人の代表者」（代表権をもつ取締役を指すと考えられる）が贈
賄の指示に関与している、または知っている場合

公務員への贈賄を行おうとする従業員に対して、取締役社長が承認のサイン
を行った場合
⇔ 取締役社長が承認について知らない、または関係していない場合は免責
される

タイの統括（持株）会社は、タイ国内グループ会社
で発生した贈賄の責任も問われる可能性あり！

日本人取締役は、
内容の分からないタイ語書類にサインしてしまっていませんか？
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「適切な内部統制措置」 8つの原則
2017年12月に公布された国家汚職防止委員会（NACC）告示は、法人に対し、少なくとも「8つの原則」を含む、汚職防
止のための内部統制措置を定めることを求めています

告示で示す「8つの原則」は、2017年8月にNACCが公表したマニュアルで紹介するものと同一の内容となっています

(2) 法人は、公務員への贈賄についてリスク評価を行わなければならないこと

(3) 贈賄リスクの高い分野については、明確に詳細を示した措置でなければならないこと

(4) 法人は、ビジネス・パートナーに対して適用する贈賄防止措置を定めなければならないこと

(6) 法人は、贈賄防止措置に一致した人材管理方針を持たなければならないこと

(7) 法人は、違反または疑いのある場合の報告・通報を支援する措置を備えなければならないこと

(8) 法人は、定期的に贈賄防止措置のレビューと監査、結果評価を行わなければならないこと

(1) 贈賄防止が、トップマネジメントからの重要な方針でなければならないこと

(5) 法人は、正確な帳簿と会計記録を備えなければならないこと
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＜グッドプラクティスの例＞
 以下の各ステップで構成されるリスク評価の実施・・・①トップマネジメントの支援による準備作業、②情報の収集と分析、③リスクの洗い出し、④リスクレ
ベルの評価、⑤既存のリスク管理措置に関する情報とりまとめと残余リスク評価、⑥リスク評価結果から導かれる適切な贈賄防止措置の整備と結果報
告

【中小企業の場合】
 リスク評価について、数値ではなく「高・中・低」によって示すなど簡略化する
 情報の収集と分析において、外部の公開情報や公的機関の情報を参照する

※ リスク評価は、贈賄が発生した場合に、法人が贈賄防止のための適切な内部統制措置を備えていたかを判断する重要な要素となる
ある事業においてリスクが高いと評価したにもかかわらず、人材を配置していない、関心を払っていない、十分な内部統制措置を整備していない場合には、その
事業で贈賄が発生した際に、法人としての責任を問われる可能性がある

＜グッドプラクティスの例＞
 トップマネジメント（ガイドラインでは取締役、CEO、オーナー、及び同等の者とされる）の、「ゼロ・トレランス」（直接または間接を問わず、いかなる形態、
いかなる時であっても公務員への贈賄を禁止する）の意思を、従業員向け研修会の開催、株主総会などの機会や、インターネットを通じて示す

 贈賄防止のための内部統制措置の整備と運用におけるトップマネジメントの参加（例：明文化された方針や規程の策定、贈賄リスク評価実施、行
動基準マニュアルの発行、内部統制措置の整備に十分な人材配置、内部統制措置の整備と運用における外部専門家の起用など）

【中小企業の場合】
 贈賄に関係するビジネスを拒否した従業員の表彰
 贈賄防止措置に違反した者に対する厳正な処分

(2) 法人は、公務員への贈賄についてリスク評価を行わなければならないこと

8つの原則 具体的な対応例 1/4（NACCガイドラインより抜粋）

(1) 贈賄防止が、トップマネジメントからの重要な方針でなければならないこと
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＜グッドプラクティスの例＞
 エージェントやコンサルタントに対して、デューデリジェンスを行い、贈賄禁止について内部統制措置に従う旨の宣誓書を事前に受領する
 親会社がグループ会社に対して、親会社と同一の、贈賄防止のための内部統制措置を適用することを定める
 JVの相手方に対して、贈賄防止のための内部統制措置を定める旨を規定した契約を締結する
 ビジネス関係者に向けた研修会などを開催し、定期的に監査を実施する。贈賄リスクのある行為が改善されない場合は、契約取り消し、更新拒否など
の処分を下す

【中小企業の場合】
 リスク評価のための外部コンサルタント起用によるデューデリジェンス実施
 他の中小企業との合同による内部統制措置の実施

＜グッドプラクティスの例（中小企業の場合も同じ）＞
 贈賄禁止に関する海外の親会社などの規程を、タイ法人向けに修正して適用する
 接待など、リスクの高い行為で許容される金額、回数、要件などを、詳細な定義や事例などで明示し、その支出が職務に反する行為や、法人の事業
上の利益のための決定を公務員に促すためのものではないことを強調する

 公務員への接待や、ファシリテーション・ペイメントを禁じることを明示する
 その支出が、法人の方針に沿ったものであり、贈賄ではないことを確認するための報告・承認プロセスを定める
 公務員から贈賄を要求された際に、NACC事務局に報告するプロセス、要求を拒否するプロセスなどを定め、従業員とビジネス関係者に周知する
 正当な接待や寄付である場合は、正しく記録を残す

※ ファシリテーション・ペイメント： 贈賄につながるリスクが非常に高い行為であり、タイ法人は如何なる場合であっても支払うべきではない
※ 正当な接待や寄付であるかどうかは、①不正な意図の有無、②金額の合理性・必要性、③時期・回数、④記録・証憑の正確性、などから判断される

(3) 贈賄リスクの高い分野については、明確に詳細を示した措置でなければならないこと

(4) 法人は、ビジネス関係者に対して適用する贈賄防止措置を定めなければならないこと

8つの原則 具体的な対応例 2/4
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＜グッドプラクティスの例＞
 採用時に経歴を調査し、贈賄を禁止する法人の意図に従う準備のできている人物を選出する。雇用契約書に、贈賄禁止に関する法人の方針や規
則に従って行動しなければならないことを定める

 贈賄禁止の方針や規則に反した場合の、処罰または然るべき処分について適切かつ明白なプロセスを定める
 贈賄を拒否したことによるビジネス機会の喪失について、従業員を処罰しないことを明示した方針を設ける
 行動基準を定め、冊子として配布またはウェブサイトで公開する。行動基準や贈賄防止措置に関する理解度テストを実施する

【中小企業の場合】
 業界団体などが定めるモデル行動基準を、自社の状況に合わせて修正して適用し、方針を従業員に明確に示す
 取引先の大企業が開催する贈賄防止の研修会に従業員を参加させる

(6) 法人は、贈賄防止措置に一致した人材管理方針を持たなければならないこと

(5) 法人は、正確な帳簿と会計記録を備えなければならないこと

＜グッドプラクティスの例＞
 簿外支出を禁止する
 帳票類が改竄や棄損されないように保管する
 取引を正確に記録する
 独立した立場にある、法人の事業実施におけるリスクなどについて知識と理解のある監査人を選定する

【中小企業の場合】
 贈賄リスクのある項目を重点的に監査する
 歳入局の中小企業向け簡易会計システムを使用する

※ 「正確な帳簿と会計記録は、方針のレベルから始まる」

8つの原則 具体的な対応例 3/4
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＜グッドプラクティスの例＞
 贈賄に関する通報を行った従業員やビジネス関係者が不利益を受けることがない旨を、トップマネジメントが明確に告知する
 通報に対応する責任者を任命する。報告者の情報保護について信頼を構築するため、外部機関を一次的な受付窓口として設置する
 ホットラインやコンピュータシステムを利用した、アクセスが容易で明確、かつ通報者の情報が守られる仕組みを導入する
 報告を受けた後に実施する各ステップについて、期限を明確に示す
 違反の報告について従業員が理解を深めるための研修会を実施する

【中小企業の場合】
 違反があった場合に、以後の手続きを進めるためにNACC事務局へ通報する

＜グッドプラクティスの例＞
 レビューと監査、結果評価の方法を定め、定期的に実施する
 監査と結果評価の責任者として、外部の独立した立場の人物を定める
 監査と評価の結果を取締役会などで報告する、または関係者に公表する

【中小企業の場合】
 従業員やビジネス関係者からのヒアリング
 財務書類などのレビュー

(7) 法人は、違反または疑いのある場合の通報・報告を支援する措置を備えなければならないこと

(8) 法人は、定期的に贈賄防止措置のレビューと監査、結果評価を行わなければならないこと

8つの原則 具体的な対応例 4/4
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「適切な内部統制措置」 整備フローのイメージ
前スライドまでで紹介した8つの原則として求められる取り組みは、下記のフローで順番に進めるイメージを持つと効率的であると考えられます

(2) 法人は、公務員への
贈賄についてリスク評価を
行わなければならないこと

(3) 贈賄リスクの高い分野に
ついては、明確に詳細を示し
た措置でなければならないこと

(4) 法人は、ビジネス関係者に対して適用する贈賄防止措置を定めなければならないこと

(6) 法人は、贈賄防止措
置に一致した人材管理方針
を持たなければならないこと

(7) 法人は、違反または疑
いのある場合の報告を支援す
る措置を備えなければならな
いこと

(8) 法人は、定期的に贈賄
防止措置のレビューと監査、
結果評価を行わなければなら
ないこと

(5) 法人は、正確な帳簿と
会計記録を備えなければなら
ないこと

フェーズ①
方針策定

フェーズ②
リスク評価

フェーズ③
制度整備

フェーズ④
制度周知

フェーズ⑤
モニタリング

(1) 贈賄防止が、トップマ
ネジメントからの重要な方
針でなければならないこと

リスク評価

接待贈答規程の整備

正確な会計記録

内部通報制度の整備

社外関係者への展開

人事制度への反映 モニタリング

全体方針策定とコミット
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49% - タイの上場企
業の内、CACネット
ワークに加盟している
割合

24% - タイの上場
企業の内、CAC認
定を受けている割
合

⇒

⇒

757社中、374社が加盟

757社中、179社が認定

タイ企業の汚職防止への取り組み

民間企業における不正リスクの認
識の促進、及び汚職防止のための
仕組みの導入を目的とし、２０１
０年にタイ取締役協会（Thai 
Institute of Directors）によって
設立された。

徐々にではあるが、CAC加盟、
CAC認定を取得するタイ上場会
社が増えてきている。改正反汚職
法及びNACC内部統制ガイドライ
ンへの対応、という側面も有ると言
える。

Collective Action Coalition 
against Corruption (CAC)
（反汚職集団的行動連合）

※ ２０１８年４月時点の情報に基づく
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第一部のまとめ

まとめ

1. タイの改正反汚職法の施行に伴い、コンプライアンスを取り巻く環境が変化

2. 贈収賄は欧米の域外適用の対象となり、多額の制裁金につながる可能性あり

3. NACCガイドラインの施行に伴い内部統制措置を整備することが課題

4. タイ企業も徐々に汚職防止への取り組みを始めており、コンプライアンスを取り巻く環境が

変化していると言える
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在タイ日系企業における不正事例と
内部統制
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資産横領
 現金、その他資産の横領
 あらゆる不正の種類の中で
最も発生頻度が高い

汚職
 個人的に不当な利益を得る
ための地位、権限の乱用

 一般的には横領よりも発生
頻度は低い

不正会計
 財務諸表等の虚偽記載
 発生頻度は最も低いが、発
生した際の損害額は最も大
きい

27

4

3

13

横領

粉飾

汚職

その他

(57%)

(9%)

(6%)

(28%)

在タイ日系企業のおける不正の種類

Source：在タイ日系企業にアンケート調査（2017年8月実施）

不正の種類
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現金・資産横領の不正が圧倒的に多い

領収書の偽造

実施は容易であると考えられる。領収書はコ
ピーしたもの、自身で作成のもの、或いは知人
会社より白紙領収書を貰う、等が多い。

小切手の偽装

署名の偽装、キャッシュ・チェックの使用がある場
合は要注意。

売上代金の着服

現金の授受をともなう代金回収の場合は代金
回収の責任者が社内、或いは社外と結託し、
売上代金の一部を着服する事例が数多くある。

給与台帳の不正

退職済みの従業員が引き続き給与台帳に含
まれ、現金横領の手口として使われる。

親族会社・特定取引先との結託

利益相反取引が有る場合の取引内容の適切
性には要注意。ベンダー選定プロセスの厳格化、
透明化が必要。

在庫（原材料・商品）転売

材料・商品を倉庫、生産工程から無許可で持
ち出し転売。

タイにおける不正の種類
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タイにおける不正の特徴

• 横領（現金、資産）の不正が圧倒的に多い。

• 手口としてそれほど巧妙、複雑な事例はあまり無い（単純な手口が多い）

• 管理体制は手薄なところ（バンコクから遠隔地、小規模な事業所）は発生リスクが高い

• 殆どの不正事例は基本的な内部統制・管理体制が敷かれていれば未然に防止できる

（職務分掌による従業員同士の牽制、決裁権限の明確化、システムアクセス権、等）
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不正を行う機会

不正の原因

不正を防止できなかった原因

11

10

9

7

6

5

3

3

2

内部統制の欠如

従業員に対する教育不足

監督機能の欠如

経営層によるモニタリング不足

管理責任者の人材不足

経営層の不正に対する認識…

社内規定の不遵守

報告の形骸化

不明瞭な決裁権限規定

(19%)

(18%)

(16%)

(12%)

(11%)

(10%)

(5%)

(5%)

(4%)

Source：在タイ日系企業にアンケート調査（2017年8月実施）

* 内部統制（整備・運用）の不備に起因する
不正の発生が全体の5割超
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上長に対して「付加価値税（VAT)の納付は現金のみ」と説明し、納付用の現金を着服
経理マネージャーが上長に対して「付加価値税（VAT)の納付方法は現金のみ」と説明し、小切手のサイン権者である上長
よりVAT納付の為に小切手（キャッシュ・チェック）を受領し現金化。実際の小切手額面は納付VAT額を上回る額で切られ
ており、VATとの差額を経理マネージャーが着服。また、小切手のサイン権者は金額空欄のサイン済み小切手を経理マネー
ジャーに手渡していたケースもある事が分かった。

<不正の発生した手続きフロー>

上長
（小切手サイン権者）

経理マネージャー

VAT納付は現金のみだそうです

小切手

経理スタッフ

小切手の現
金化を
指示

小切手の現
金化

銀行A

スタッフから受け取った現金のうち、VAT分をスタッフに
渡し納付、差額を着服

銀行B
現金でVAT
を納付

内部統制上の欠陥
 上位者による定期的な査閲がなされていなかった
 定期的な銀行勘定調整が行われていない
 従業員による現金・キャッシュチェックの取り扱い機会は極力なくす
 金額欄ブランクのサイン済み小切手は論外

不正事例＃1－現金の着服
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サプライヤーを変更の上、購入価格を吊り上げてキックバック
経営陣主導のもと、主要調達品の購買にあたり既存のサプライヤー（品質高、安価）から別サプライヤー（品質低、高
価）に切替。同サプライヤーはこの会社にとって販売代理店を兼ねており、同社製品の販売促進を意図して切替が行われた。
実際、同社製品の販売量は伸び悩む中、同サプライヤーからの調達価格は吊り上げられていった。この不透明な業者選定の
プロセスの中で経営陣に対し長期にわたってキックバックが行われていたと思われる。ローカル・スタッフはこの取引の異常性に気
づいていたが、外部に適切な通報窓口がなく、告発する事ができなかった。

内部統制上の欠陥
 不透明な業者選定のプロセス。サプライヤー切替の際に適切に相見積が取られなかった
 内部通報制度の不在（日本に窓口が有り、タイ人従業員には使いづらい）
 本社の定期的な内部監査の形骸化

<不正の発生した手続きフロー>

社長 キックバック

既存サプライヤー

取引開始後、調達価格の吊り上げが数度に渡っ
て行われる。

新サプライヤー

サプライヤー
変更・取引
停止

購買責任者

サプライヤー変更を
指示

不正事例＃2－サプライヤーからのキックバック
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不正事例＃3－BOI案件に関連した小口現金着服

＜不正の発生フロー＞

内部統制上の欠陥
小口現金の使途・出金ルールの未整備
小口現金基準額の未設定

共謀

輸入担当 経理担当上長

通関書類 支払伝票
偽造 偽造 出金 着服

偽造された通関書類を基
に支払伝票を偽造

偽造された支払伝票を基
に輸入関税の立替金とし
て小口現金を出金、着服

BOI案件
BOI案件の免
税取引を課税
取引と偽装

BOI案件の免税取引を課税取引として偽装し、関税相当の現金を着服
従業員が共謀し、本来 BOI 案件で輸入関税が免税とされる実在する案件に関して、輸入関税が課税される案件とし
て通関書類を偽造。それを基に支払帳票を他の従業員のUser ID, Password を盗用して作成。その後、小口現金
から輸入関税の立替金として出金、着服していた。
毎月末に実施している未収金の回収状況を検証する会議において、特定顧客の輸入関税立替金の未収が続いてい
ること、並びに通関書類取り扱い担当者への質問、その開示を求めたことから発覚。未収金となっていた支払帳票に添
付される通関書類は、実在するこれらの案件を基に偽造されたものであることが判明した。
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不正防止のためのポイント

導入済み
35%

なし
65%

在タイ日系企業における内部監査の導入状況（2017年8月調査）

 基本的な内部統制の再チェック（職務分掌による牽制機能、決裁権限、ITシステムアクセス権）
 社内の各部門において決められた手順に基づいて業務を行っているか。

特に現金、モノ（商品・材料）が絡む業務において手順は遵守されているか。
 既存の業務手順に問題は無いか。各業務プロセス、事業拠点において網羅的に統制が敷かれているか。

例えば・・・取引先との結託については
 ベンダー選定プロセスの厳格化と透明性の確保
 購買の金額規模と事業への重要性に応じ、管理手続きの強弱を設定
 選定プロセスの過程の文書化と保存（現地語での作成は避ける）

• J-SOXを導入している会社においても監査機能を本社に置いている、或
いは現地の管理部門（経理部など）が兼務している会社が大半

• 本社の内部監査部門による監査を実施している会社は多数有り
• 監査機能の現地化はコスト観点から課題有り

主要業務プロセスに重要な統制が敷
かれているか定期的な内部監査によ
り確認する

⇒
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第二部のまとめ

まとめ

1. 不正の手口は、巧妙なサイバー犯罪を除けば単純なものが依然として多い

2. 実際の不正事例は初歩的な業務処理統制（職務分掌・相互牽制）の欠如を原因としている

3. 逆に言えば、不正の「機会」を減らすために見られているという仕組みづくりが第一歩
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